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長崎市学校等施設包括管理業務委託に係る説明書 

 

１ 業務概要  

(1) 業務名  長崎市学校等施設包括管理業務委託  

(2) 業務目的 

長崎市（以下「本市」という。）では、 本市が保有する学校等公共施設の建築物及び付帯

設備等（以下「施設」という。）の修繕や保守点検などを、施設ごと、業務ごとに各施設所

管課で実施している。  

これらの業務について、包括的に委託し、民間のノウハウやデジタル技術を活用すること 

で、施設の安全・安心を確保しながら、効果的かつ効率的に維持管理を進めていくもの。  

なお、本説明書の内容は、契約の一部となるものとする。 

(3) 業務内容  

ア 保守点検業務（建築基準法第１２条第４項に基づく点検のうち、防火設備と昇降機の点検

を含む。） 

イ 修繕業務  

ウ マネジメント業務 

(ｱ) 本業務に関する統括管理業務  

(ｲ) 施設に関する不具合通報への対応等 

(ｳ) 施設巡回業務 

エ 建築基準法第１２条に基づく点検業務（建築基準法第１２条第４項に基づく点検のうち、

防火設備と昇降機の点検を除く。） 

オ 学校庁務業務 

(4) 履行期間 ２０２５年（令和７年）４月１日から２０３０年（令和１２年）３月３１日まで

（５年間）（業務開始は令和７年４月１日、契約締結日は令和６年１０月１日の予定。）  

(5) 履行場所 長崎市内の学校等公共施設（１２８施設） 

詳細は【別添１】業務対象施設一覧参照。 

※１２８施設は複合施設が含まれており、それを目的ごとに分けた施設数は１６９施設。 

  

２ 見積限度額  

本業務の見積限度額は、保守点検業務費、修繕業務費、マネジメント業務費、建築基準法第

１２条に基づく点検業務費及び学校庁務業務費を合わせたものとし、５年間の総額で４，２４

５，５４２，０００円（消費税相当額を含む。）とする。  

なお、保守点検業務費及び修繕業務費は業務に関する費用（実際に修繕を行う事業者にかか

る材料や作業等の費用）のみであり、発注収納代行にかかる費用は含まない。  

  

（見積限度額内訳）                         （単位：円） 

内     訳 見積限度額（税込み） 

保守点検業務費 １，００９，６９５，０００ 

修繕業務費 ２，０３８，１１６，０００ 

マネジメント業務費 ３７１，６３０，０００ 
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建築基準法第１２条に基づく点検業務費 ９６，９３５，０００ 

学校庁務業務費 ７２９，１６６，０００ 

合     計 ４，２４５，５４２，０００ 

 

３ スケジュール（予定）・担当課 

  

公告 ２０２４年（令和６年）４月１９日（金） 

説明書の交付期間 
２０２４年（令和６年）４月１９日（金）から 

２０２４年（令和６年）８月６日（火）午後５時まで 

質問書受付期間 
２０２４年（令和６年）４月１９日（金）から 

２０２４年（令和６年）５月２０日（月）午後５時まで 

施設見学会申込受付期間 
２０２４年（令和６年）４月１９日（金）から 

２０２４年（令和６年）５月７日（火）午後５時まで 

施設見学会 ２０２４年（令和６年）５月１1日（土）・１２日（日） 

質問書に対する回答期限・

回答方法 

２０２４年（令和６年）６月３日（月） 

※本市ホームページ（教育委員会総務課）に掲載する。 

参加表明書の受付期間 
２０２４年（令和６年）４月１９日（金）から 

２０２４年（令和６年）６月５日（水）午後５時まで 

参加資格確認結果通知の発

送期限 
２０２４年（令和６年）６月１１日（火） 

提案書の受付期間 
２０２４年（令和６年）６月１２日（水）から 

２０２４年（令和６年）８月７日（水）午後５時まで 

ヒアリングの実施 ２０２４年（令和６年）８月２７日（火）、２８日（水） 

決定・非決定通知日 ２０２４年（令和６年）８月３０日（金） 

契約締結予定日 ２０２４年（令和６年）１０月１日（火） 

  

 【担当課】 

〒850-8685 長崎市魚の町４番１号 長崎市役所市庁舎１２階 

長崎市教育委員会総務課 

電話番号：（０９５）８２９－１１９１（ダイヤルイン） 

E-mail: kyou_sou@city.nagasaki.lg.jp 

 

４ 参加資格要件等  

本件プロポーザルに参加することができる者は、単独又は複数の事業者で構成する共同事業

体とし、満たすべき要件（以下「提案資格」という。）は、次のとおりとする。 
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(1) 単独で参加する場合  

ア 長崎市契約規則（昭和 39年長崎市規則第 26号）第 2条第 1項に規定する者（同項後段の

規定により読み替えて適用する者を含む。）に該当しない者及び同条第 2項に該当しないと認

められる者であること。  

イ 長崎市物品等競争入札有資格者名簿の「建物総合維持管理」の業種に登録がある者である

こと。 

ウ 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領（平成 7年 11 月 7日施行）及び長崎市各種契

約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成 24 年長崎市告示第 85 号）の規定によ

る指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領（平成 16 年長崎市告

示第 305 号）及び長崎市元請・下請関係適正化指導要綱（平成 24 年長崎市告示第 829 号）

の規定による入札参加制限措置の期間中でない者であること。 

エ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあっ

た者（更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）でな

いこと。 

オ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開始又

は破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の

申立てがあった者でないこと。 

カ 本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていないこと。 

キ 「長崎市プロポーザル方式による学校等施設包括管理業務委託受注者選定審査会（以下

「審査会」という。）」の委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、審査会の委

員に対し、特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っていない者であるこ

と。 

ク 国税（法人税及び消費税をいう。）、地方消費税及び市が賦課する税についての滞納がない

者であること。 

ケ 本業務を遂行するために必要とされる業務実績を有し、本業務に精通した者を従事させる

とともに、本業務を確実に遂行すること。 

コ ビルメンテナンス（建物保全）の業務責任者として自社で通算 5年以上の実務経験を有

し、本業務に必要な技術力、マネジメント能力及び日本語が堪能で、コミュニケーション能

力を有するものを本業務の総括責任者として選任すること。また、受託者となった場合は、

必ず本業務に専任で配置すること。 

 

(2) 共同事業体を構成して参加する場合  

ア 共同事業体の構成員数は、２又は３事業者とする。 

イ 共同事業体の構成員の中から、代表構成員を定めること。 

ウ 共同事業体を構成するすべての構成員が(1)のアからク（ただし、代表構成員以外の構成員

については(1)のイについては、いずれかの業種に登録があること。また、カについては同一

共同事業体として参加する場合は除く。）に掲げる提案資格をすべて満たしているとともに、

(1)のケについては共同事業体が、コについては代表構成員が提案資格を満たしていること。   

エ 共同事業体のうち、長崎市物品等競争入札有資格者名簿の地域区分が「市内」又は「認定

市内」の者を 1事業者以上含むこと。  

オ 共同事業体を構成して参加する場合は、特に次の事項に留意すること。  

(ｱ) 代表構成員が本件の参加表明書等の提出を行うこと。 
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(ｲ) １つの事業者が複数の共同事業体に参加することはできない。また、共同事業体に参加

する事業者は単独での参加はできない。 

(ｳ) 共同事業体の構成員を変更することはできない。ただし、市長がやむを得ない事情があ

ると認める場合は、その他の構成員を変更することができる。 

(ｴ) 中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）に基づく中小企業等協同組合及び中小

企業団体の組織に関する法律（昭和 32年法律第 185 号）に基づく協業組合は、共同事業

体の構成員となることはできない。 

(ｵ) 共同事業体の名称は、○○○共同事業体とすること。 

 

５ 施設見学会の申込受付 

（1）施設見学会を希望する場合は、【別添１０】長崎市学校等施設包括管理業務委託提出書類様式

集・「様式ア・施設見学申込書」を提出すること。 

２０２４年（令和６年）５月７日（火）午後５時までに電子メールにて、３の【担当課】宛て

に提出すること。 

（2）施設見学会当日について 

施設見学の申込みをした者には、見学施設、集合場所等について、別途電子メールにて連絡す

る。また、見学に必要な交通費等の必要経費はすべて参加者負担とする。なお、施設見学への

参加は、提案審査に影響するものではない。 

 

６ 参加表明の手続き 

（1）受付期間  

２０２４年（令和６年）４月１９日（金）から２０２４年（令和６年）６月５日（水）までの

午前９時から午後５時まで（ただし、長崎市の休日を定める条例（平成 5年長崎市条例第 35

号）第 1条第 1項に規定する本市の休日（以下「休日」という。）を除く。） 

（2）提出場所  

３【担当課】  

（3）提出方法  

持参又は郵送 。 

なお、郵送の場合は必ず配達の記録が残る方法とし、受付期間内に到着すること。 

（4）提出書類及び部数 

【別添１０】長崎市学校等施設包括管理業務委託提出書類様式集・様式リスト１・作成手順に

沿って作成した参加表明書等（様式ア及び１を除く。） 各１部 

（5）作成時の注意点 

ア Ａ４ファイル綴じ（左綴じ）とし、背表紙にのみ本業務名を記載すること。 

  ※ホチキス不要、ファイル色は青色とすること。 

イ 提案者で目次の作成及びインデックスの付与を行うこと。 

ウ 原則として、横書きで記載することとし、使用するフォントは MS 明朝体 10.5 ポイント以 

上とすること。 

エ 印刷は、片面印刷とする。  

オ 該当がない場合は、各様式に「記載に該当する内容なし」等と記載すること。 
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７ 参加資格の確認（提案書の提出者の選定）  

６で提出された参加表明書をもとに参加資格の確認を行い、公募型プロポーザル参加資格確認

通知書により通知するとともに、プロポーザル参加要請書により提案書の提出を要請する。 

なお、提案資格が認められなかった者に対しては、選定しなかった旨及び選定しなかった理

由を公募型プロポーザル参加資格確認通知書により通知する。 

通知予定 ２０２４年（令和６年）６月１１日（火） 

 

８ 説明書等に対する質問 

（1）受付期間  

２０２４年（令和６年）４月１９日（金）から２０２４年（令和６年）５月２０日（月）ま

での午前９時から午後５時まで（休日を除く。）  

（2）提出場所・方法  

質問事項がある場合は、質問書（【別添１０】長崎市学校等施設包括管理業務委託提出書類様

式集・様式１）を電子メールに添付し、３の【担当課】宛てに提出すること。 併せて、その

旨を電話により連絡すること。 

※メールを送信する際は、件名に「長崎市学校等施設包括管理業務委託プロポーザルに関す

る質問【事業者名】」と記した上で、送信すること。  

（3）質問に対する回答 

２０２４年（令和６年）６月３日（月）まで順次、本市ホームページ（教育委員会総務課）

に掲載する。  

（4） その他  

ア 質問の内容に参加者名を特定できる記載があるときは、回答しない。  

イ 口頭や電話での質問は受け付けない（記入方法など事務手続きに関するものは除く。）。 

ウ 質問に対する回答は、説明書の記載に優先して説明書の一部となるものとする。  

 

９ 提案書の作成等  

（1）受付期間  

２０２４年（令和６年）６月１２日（水）から２０２４年（令和６年）８月７日（水）まで

の午前９時から午後５時まで（休日を除く。） 

（2）提出場所  

３の【担当課】に同じ  

（3）提出方法 

持参又は郵送。  

なお、郵送の場合は、必ず配達の記録が残る方法とし、受付期間内に到着すること。 

（4）提出書類及び部数 

提案書（表紙含む、様式Ａ～J） １５部 （あわせて、ＵＳＢによるＰＤＦデータも提出すること。） 

【別添１０】長崎市学校等施設包括管理業務委託提出書類様式集・様式リスト２に沿って

作成すること。 

見積書（正本）  １部 （ファイルに綴じずに提出すること。）任意様式可とする。 

 （5）作成時の注意点 
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ア 提案書の内容は、各項目において評価の視点を考慮し提案を行うこと。 

イ 提案内容については、提案者（構成団体含む。）と特定できる内容は記載しないこと。 

ウ 様式Ｂ～Ｊのすべてを作成することとし、片面で３０枚以内とすること。原則Ａ４版とす 

るが、図面などやむを得ずＡ３版とする場合は折込んで綴じること。 

エ 提案者で目次の作成及びページ番号（表紙は除く。）の付与を行うこと。 

オ Ａ４ファイル綴じ（左綴じ）とし、背表紙のみに本業務名を記載すること。 

※ホチキス不要、ファイルの色は灰色とすること。 

カ 原則として、横書きで記載することとし、使用するフォントは MS 明朝体 10.5 ポイント以

上とする。 

キ 印刷は、片面印刷とする。 

ク 本市が必要と認める場合は、追加資料及びその説明を求める場合がある。 

ケ 受付後の資料の追加及び修正は認めない。 

コ 提案事項がない場合は、各様式に「記載に該当する内容なし」等と記載すること。  

 

１０ ヒアリング 

（1）日時  ２０２４年（令和６年）８月２７日（火）、２８日（水）午前９時から午後５時のう

ち指定する４０分間  

（2）場所  長崎市役所市庁舎５階 

（3）手順 

提出された提案書に基づき１者４０分（説明２０分、質疑応答２０分）のヒアリングを行

う。なお、参加者数によりヒアリングの時間を変更する場合がある。 

（4）留意点  

ア 各提案者のヒアリング開始時間は、後日通知する。  

イ 参加者は、他の参加者の提案を傍聴することはできない。  

ウ 出席者の上限は４人とし、うち１人は本業務の総括責任者として配置予定の者を必ず出席 

させること。また、提案書の項目は総括責任者として配置予定の者が説明すること。  

エ ヒアリング用の機材は、提案者で用意すること。ただし、ヒアリングに必要なスクリー

ン、投影機及びホワイトボードは本市で用意する。 

オ 説明に使用する資料は提案書のみとする。説明の際は、提案書の記述を読み上げるのでは 

なく、要点を絞って説明すること。  

カ ヒアリングは、参加者名を伏せて行うので自己紹介は行わないこと。  

 

１１ 受託候補者の特定 

９で提出された提案書をもとに審査会において、最も優れたものを受託候補者として特定す

る。 

（1）評価基準  

【別添２】評価基準のとおり  

（2）審査会委員  

【別添３】審査会委員名簿のとおり 
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１２ 受託候補者の決定・非決定に関する事項 

   審査会による提案書及びヒアリングの評価結果を基に、受託候補者を決定し、受託候補者と

して決定した者に対しては、決定通知書により、受託候補者として決定しなかった者に対して

は、非決定通知書により、それぞれ結果を通知する。 

なお、受託候補者に対する通知は、評価の結果、受託候補者として特定された事実を通知す

るものであり、業務の受託者として決定したものではない。通知後、長崎市と受託候補者との

間で契約締結に向けた協議を行う。 

  結果通知予定日 ２０２４年（令和６年）８月３０日（金） 

 

１３ 契約書の作成の要否 要 

（1）本業務の契約は、受託候補者と業務内容について協議等を行って仕様書の内容を確定した        

後に、見積合せの上、契約を締結するものとする。  

（2）仕様書の確定に際しては、提案された内容が基本となるが、受託候補者と本市との協議によ

り、必要に応じて内容を変更した上で契約を締結するため、契約額が提出した見積書の額と

同額になるとは限らない。  

（3）受託候補者と契約が締結できなかった場合又は失格条件に該当すると認められた場合には、   

次順位者と契約交渉を行うものとする。 

（4）保守点検業務費・修繕業務費については、単年度ごとに精算する。不用分については実績を

基に市に返還すること。不足分については、本市が安全・安心な施設管理に必要な修繕であ

ると認めたものについては、予算の範囲内で支払う。  

各年度の支払回数及び時期については、受託候補者と協議して定める。 

 

１４ 契約保証金 要 （ただし、長崎契約規則第３４条第１号に該当する場合は免除。） 

 

１５  予想されるリスクと責任分担  

本市と受託者との責任分担は、原則として【別添４】長崎市学校等施設包括管理業務委託「予

想されるリスクと責任分担」によることとし、参加者は負担すべきリスクを想定したうえで提案

を行うこと。 

 

１６ その他の留意事項  

（1）本手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

（2）提出期限までに参加表明書が到着しなかった場合及び提案者としての提案資格を確認された

旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できない。 

（3）本プロポーザルに係る費用については、全て参加者の負担とする。 

（4）提出された参加表明書及び提案書は、返却しない。 

（5）提出された参加表明書及び提案書は、提案資格の確認及び受注者特定以外に提案者に無断で

使用しない。ただし、長崎市情報公開条例（平成１３年長崎市条例第２８号）に基づき開示

することがある。なお、選定に必要な範囲において複製をすることがある。 

（6）提出期限後における参加表明書及び提案書の差替え及び再提出は認めない。また、提案書に

記載した配置予定の従事者は、特段の事情がない限り変更することができない。 

（7）次の場合は、以後の提案資格を喪失し、参加表明書及び提案書を無効とする。また、指名停

止措置を行うことがある。 
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ア 提案資格を満たさないこととなった場合 

イ 参加表明書及び提案書等に虚偽の記載をした場合 

ウ 評価及び審査の公平性を害する行為があったと市長が認めた場合 

エ 説明書の内容に違反すると市長が認めた場合 

オ その他本市の指示に違反する場合 

（8）受注者は、本業務を実施する場合においては、担当課及び関係課と密接に打ち合わせを行う

など、相互の信頼関係を維持し、かつ、守秘義務を遵守しなければならない。また、契約終

了後においても、知り得た情報を一切漏洩してはならない。  

（9）参加者（又は参加を予定している者を含む。）は、提案書の提出期限の前日までは、提案を

辞退することができる。この場合、当該参加者は、辞退届（任意様式可）を３【担当課】の

場所に郵送又は持参により届け出なければならない。なお、郵送の場合は、必ず配達の記録

が残る方法とし、提案書の提出期限の前日までに到着すること。 

（10）提出された提案書類の著作権は、その提出者に帰属することとする。 提出書類の内容に含

まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっている事業手法又は維持管理手法等を用いた結果生じた事象

に係る責任は、全て参加者が負うものとする。  

（11）参加者（又は参加を予定している者を含む。）又はその関係者は、審査会の委員に接触する

ことを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがある。 

（12）本業務は、プロポーザル方式により受託者を選定するものであるため、具体的な業務内容

は提案書に記載された内容を反映しつつ、本市との協議に基づいて決定するものとする。受

託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本市は契約を解除で

きるものとする。この場合、本市に生じた損害は受託者が賠償するものとする。  

（13）今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により、事業計画を変更又は中止

する場合がある。この場合、参加者に対して本市は一切の責任を負わないものとする。  

（14）参加者は、参加表明書の提出をもって、説明書等の記載内容に同意したものとする。  

（15）業務の実績等については、日本国内の業務の実績等をもって判断するものとする。 

（16）参加表明書又は提案書の提出者が１者のみ又はいない場合の取扱い  

ア 参加表明書又は提案書の提出者が１者のみの場合は、当該１者について参加資格を確認す

る。 

イ 参加表明書又は提案書の提出者がいない場合は、本件プロポーザルを取りやめる。 

  

１７ 別添資料  

【別添１】業務対象施設一覧 

【別添２】評価基準 

【別添３】審査会委員名簿 

【別添４】長崎市学校等施設包括管理業務委託「予想されるリスクと責任分担」 

【別添５－１】長崎市学校等施設包括管理業務委託仕様書（案） 

【別添５－２】長崎市学校等施設包括管理業務委託仕様書・個別〈特記〉仕様書（案） 

【別添５－３】長崎市学校等施設包括管理業務委託仕様書・建築基準法第 12 条に基づく点検 

業務・対象建築物一覧 

【別添６－１】長崎市学校庁務業務委託仕様書（案） 

【別添６－２】長崎市学校庁務業務委託仕様書（案）【別紙１】～【別紙３】 
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【別添７】長崎市学校等施設包括管理業務委託・各業務フロー（案）  

【別添８】過去３年間の保守点検業務実績（Ｒ２年度～Ｒ４年度）  

【別添９】過去３年間の修繕業務実績（Ｒ２年度～Ｒ４年度）  

【別添１０】長崎市学校等施設包括管理業務委託提出書類様式集  


